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1．勤務中においても、マスクの着用を妨げない 

※業務中でも着用可能 
 

2．うがい、手洗いの励行 

※マスク、うがい、手洗いに必要な物は会社が準備する 
 

3．職場における健康管理の強化 

①管理者が社員の健康状態の確認をする 

②体温が 37.5 度以上の時は、医療機関の受診を勧める 
 

4．社員が、武漢に渡航したことのある、または、武漢に滞

在歴のある人と接触したと思われる時は、マスクを着用

し、医療機関に連絡して受診することを勧める 
 


